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持分法適用関連会社の異動（譲渡）に関するお知らせ 

 

当社は、平成27年11月30日開催の取締役会において、Allied Best Holdings Limited（以下「ア

ライドベスト社」といいます）と共同で設立した投資会社であるMorita-CFE Investment Company 

Limited（以下「モリタCFE」といいます）の50%の全株式を、アライドベスト社に対して譲渡す

ること（以下「本件株式譲渡」といいます）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

本件株式譲渡に伴い、モリタCFEが持分の50%を保有しており、当社が間接的に25%の持分を保

有している四川森田消防装備製造有限公司（以下「四川森田」といいます）は、当社の持分法適

用関連会社より除外されることとなります。 

 

 

記 

 
1. 譲渡の理由 

当社は、四川森田への資本参加を通じて、成長する中国市場での事業拡大を目指してまい

りましたが、近年の日中関係悪化に伴い、四川森田が日系企業であることの優位性が低下し、

期待した事業展開が困難な状況となったことで、当社が当該持分を保有し続ける意義が薄れ

てまいりました。そのような中、アライドベスト社より、当社の保有するモリタCFEの全株

式を取得したいとの申し入れがあり、当社としても、当該株式を譲渡することが望ましいと

判断し、合意したものであります。 

 

2. 本件株式譲渡の対象である会社の概要 

(1) 名 称 Morita-CFE Investment Company Limited 

(2) 所 在 地 
Suite Units A-B, 16/F, China Overseas Buildings, No. 139 

Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 

(3) 代表者の役職・氏名 董事長 江 雄 

(4) 事 業 内 容 株式の保有、売買及びその他の投資事業 

(5) 資 本 金 HK$ 1,000 

(6) 出 資 比 率 株式会社モリタホールディングス 50％ 

Allied Best Holdings Limited  50％ 

 



3. 本件株式譲渡に伴い当社の持分法適用関連会社から除外される会社の概要 

(1) 名 称 四川森田消防装備製造有限公司 

(2) 所 在 地 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技园新华大道一段8号 

(3) 代表者の役職・氏名 董事長 王 徳鳳 

(4) 事 業 内 容 消防車両及び防災設備、消火薬剤の製造、販売 

(5) 資 本 金 8,064万元 

(6) 出 資 比 率 Morita-CFE Investment Company Limited 50％ 

Allied Best (China) Fire Safety Appliances 

Manufacturing Co., Ltd. 50％ 

 

4. 本件株式譲渡の概要及び日程 

(1) 譲 渡 株 式 数 500 株（所有割合: 50%） 

(2) 譲 渡 価 額 3,700万元 

(3) 譲 渡 契 約 締 結 日 平成27年11月30日 

(4) 譲 渡 実 行 予 定 日 平成27年12月上旬 

 

5. 本件株式譲渡における譲渡先の概要 

(1) 名 称 Allied Best Holdings Limited 

(2) 所 在 地 
Overseas Management Company Trust (B.V.I.) Ltd., P.O. 

Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

(3) 上場会社と当該会社

と の 関 係 

資本関係：記載すべき資本関係はありません 

人的関係：記載すべき資本関係はありません 

取引関係：記載すべき資本関係はありません 

 

6. 今後の見通し 

本件株式譲渡が平成28年3月期の当社の通期連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 


